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１．長期保険保険料払込特約（地震保険用）

第１条（用語の定義）
（１）　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　　　　義

危険増加または危険
の減少が生じた時以
降の期間

　保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
をいいます。

初回始期日応当日
　端日数長期契約において最初に到来する地震保険が付帯される住まいの保険の始期日応当日
をいいます。ただし、始期日と住まいの保険の始期日応当日が同一の場合は、その翌年の住まい
の保険の始期日応当日とします。

始期日 　保険期間の初日をいいます。

整数年契約 　保険期間が整数年の保険契約をいいます。

整数年保険期間 　端日数長期契約において初回始期日応当日から保険期間の末日までの期間をいいます。

短期保険期間 　端日数長期契約において始期日から初回始期日応当日までの期間をいいます。

端日数長期契約 　保険期間が１年を超える整数年以外の保険契約をいいます。

保険年度
　初年度については、整数年契約の場合は始期日から１年間、端日数長期契約の場合は始期日か
ら初回始期日応当日までの期間をいい、次年度以降については、初回始期日応当日からそれぞれ
１年間をいいます。

（２）　この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第１条（用語の定義）の定義によります。

危険、危険増加、損害、保険期間

第２条（保険料の返還または請求－通知義務の場合）
（１）　危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通

保険約款第21条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）（２）の規定にかかわらず、当会社は、
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時
以降の期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求
します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険
料を返還または請求します。
①　危険増加または危険の減少が生じた日が短期保険期間内にある場合
　次のアおよびイを合算した保険料を返還または請求します。
ア．短期保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または減少が生じた時以降
の期間に対する保険料
イ．整数年保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差額
②　危険増加または危険の減少が生じた日が整数年保険期間内にある場合
　危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を
乗じて計算した保険料を返還または請求します。

第３条（保険料の返還－失効等の場合）
（１）　保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条（保険料の返還－無効、失効等の場合）（３）の規

定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期
間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険
料を返還します。
①　失効した日が短期保険期間内にある場合
　次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア．短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
イ．整数年保険期間に相当する保険料
②　失効した日が整数年保険期間内にある場合
　整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係
数を乗じて計算した保険料を返還します。

第４条（保険料の返還－滅失による終了の場合）
（１）　地震保険普通保険約款第33条（付帯される保険契約との関係）（２）の規定によりこの保険契約が終了する場合に

は、地震保険普通保険約款第22条（保険料の返還－無効、失効等の場合）（４）の規定にかかわらず、当会社は、こ
の保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表（未経過料率
係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、次のとおり計算した保険料を返還し
ます。
①　終了した日が短期保険期間内にあるとき
　次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア．この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間
に対し日割をもって計算した保険料
イ．整数年保険期間に相当する保険料
②　終了した日が整数年保険期間内にある場合
　整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係
数を乗じて計算した保険料を返還します。

第５条（保険料の返還－保険金額の調整の場合）
（１）　地震保険普通保険約款第17条（保険金額の調整）（２）の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場

合には、地震保険普通保険約款第24条（保険料の返還－保険金額の調整の場合）（２）の規定にかかわらず、当会社は、
減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、
未経過期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険
料を返還します。
①　減額された日が短期保険期間内にあるとき
　次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア．この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につ
き、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料
イ．この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
②　減額された日が整数年保険期間内にある場合
　減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差額に対し、未経過期間に対応する
別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

第６条（保険料の返還－解除の場合）
（１）　地震保険普通保険約款第10条（告知義務）（２）、第11条（通知義務）（２）もしくは（６）、第19条（重大事由

による解除）（１）または第21条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）（３）の規定により、
当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条（保険契約者による保険契約の解除）の規定
により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条（保険料の返還－解除の場合）
の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未
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１．長期保険保険料払込特約（地震保険用）

第１条（用語の定義）
（１）　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　　　　義

危険増加または危険
の減少が生じた時以
降の期間

　保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
をいいます。

初回始期日応当日
　端日数長期契約において最初に到来する地震保険が付帯される住まいの保険の始期日応当日
をいいます。ただし、始期日と住まいの保険の始期日応当日が同一の場合は、その翌年の住まい
の保険の始期日応当日とします。

始期日 　保険期間の初日をいいます。

整数年契約 　保険期間が整数年の保険契約をいいます。

整数年保険期間 　端日数長期契約において初回始期日応当日から保険期間の末日までの期間をいいます。

短期保険期間 　端日数長期契約において始期日から初回始期日応当日までの期間をいいます。

端日数長期契約 　保険期間が１年を超える整数年以外の保険契約をいいます。

保険年度
　初年度については、整数年契約の場合は始期日から１年間、端日数長期契約の場合は始期日か
ら初回始期日応当日までの期間をいい、次年度以降については、初回始期日応当日からそれぞれ
１年間をいいます。

（２）　この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第１条（用語の定義）の定義によります。

危険、危険増加、損害、保険期間

第２条（保険料の返還または請求－通知義務の場合）
（１）　危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通

保険約款第21条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）（２）の規定にかかわらず、当会社は、
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時
以降の期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求
します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険
料を返還または請求します。
①　危険増加または危険の減少が生じた日が短期保険期間内にある場合
　次のアおよびイを合算した保険料を返還または請求します。
ア．短期保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または減少が生じた時以降
の期間に対する保険料
イ．整数年保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差額
②　危険増加または危険の減少が生じた日が整数年保険期間内にある場合
　危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を
乗じて計算した保険料を返還または請求します。

第３条（保険料の返還－失効等の場合）
（１）　保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条（保険料の返還－無効、失効等の場合）（３）の規

定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期
間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険
料を返還します。
①　失効した日が短期保険期間内にある場合
　次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア．短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
イ．整数年保険期間に相当する保険料
②　失効した日が整数年保険期間内にある場合
　整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係
数を乗じて計算した保険料を返還します。

第４条（保険料の返還－滅失による終了の場合）
（１）　地震保険普通保険約款第33条（付帯される保険契約との関係）（２）の規定によりこの保険契約が終了する場合に

は、地震保険普通保険約款第22条（保険料の返還－無効、失効等の場合）（４）の規定にかかわらず、当会社は、こ
の保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表（未経過料率
係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、次のとおり計算した保険料を返還し
ます。
①　終了した日が短期保険期間内にあるとき
　次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア．この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間
に対し日割をもって計算した保険料
イ．整数年保険期間に相当する保険料
②　終了した日が整数年保険期間内にある場合
　整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係
数を乗じて計算した保険料を返還します。

第５条（保険料の返還－保険金額の調整の場合）
（１）　地震保険普通保険約款第17条（保険金額の調整）（２）の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場

合には、地震保険普通保険約款第24条（保険料の返還－保険金額の調整の場合）（２）の規定にかかわらず、当会社は、
減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、
未経過期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険
料を返還します。
①　減額された日が短期保険期間内にあるとき
　次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア．この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につ
き、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料
イ．この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
②　減額された日が整数年保険期間内にある場合
　減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差額に対し、未経過期間に対応する
別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

第６条（保険料の返還－解除の場合）
（１）　地震保険普通保険約款第10条（告知義務）（２）、第11条（通知義務）（２）もしくは（６）、第19条（重大事由

による解除）（１）または第21条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）（３）の規定により、
当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条（保険契約者による保険契約の解除）の規定
により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条（保険料の返還－解除の場合）
の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未



― 69 ―

経過期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険

料を返還します。
①　解除された日が短期保険期間内にある場合
　次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア．この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき既経過期
間に対して地震保険普通保険約款別表（短期料率表）に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、そ
の残額を返還します。
イ．この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
②　解除された日が整数年保険期間内にある場合
　この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表（未経
過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。　

第７条（保険料の返還または請求－料率改定の場合）
　この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保
険料の返還または請求は行いません。

第８条（保険料の返還－保険金を支払った場合）
（１）　地震保険普通保険約款第32条（保険金支払後の保険契約）（１）の規定により保険契約が終了した場合には、当会

社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第２条（保
険金を支払う場合）の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表（未
経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険
料を返還します。
①　終了した日が短期保険期間内にある場合
　整数年保険期間に相当する保険料の全額を返還します。
②　終了した日が整数年保険期間内にある場合
　この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第２条（保険
金を支払う場合）の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表（未
経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

第９条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用しま
す。

別表（未経過料率係数表）
経過年数

経過月数

２年契約 ３年契約 ４年契約 ５年契約

０年 １年 ０年 １年 2…年 ０年 １年 ２年 ３年 ０年 １年 ２年 ３年 ４年

1か月まで 91% 44% 94% 62% 30% 96% 71% 47% 23% 96% 77% 58% 38% 18%

2か月まで 87% 40% 92% 59% 27% 94% 69% 45% 21% 95% 75% 56% 36% 17%

3か月まで 84% 36% 89% 57% 24% 92% 67% 43% 18% 93% 74% 54% 35% 15%

4か月まで 80% 32% 86% 54% 22% 90% 65% 41% 16% 92% 72% 53% 33% 13%

5か月まで 76% 28% 84% 51% 19% 88% 63% 39% 14% 90% 71% 51% 31% 12%

6か月まで 72% 24% 81% 49% 16% 86% 61% 37% 12% 88% 69% 49% 30% 10%

7か月まで 68% 20% 78% 46% 14% 84% 59% 35% 10% 87% 67% 48% 28% 8%

8か月まで 64% 16% 75% 43% 11% 82% 57% 33% 8% 85% 66% 46% 26% 7%

9か月まで 60% 12% 73% 41% 8% 79% 55% 31% 6% 84% 64% 44% 25% 5%

10か月まで 56% 8% 70% 38% 5% 77% 53% 29% 4% 82% 62% 43% 23% 3%

11か月まで 52% 4% 67% 35% 3% 75% 51% 27% 2% 80% 61% 41% 21% 2%

12か月まで 48% 0% 65% 32% 0% 73% 49% 25% 0% 79% 59% 40% 20% 0%

（注１）　経過月数につき１か月未満の端日数は、１か月として計算します。
（注２）　整数年保険期間が１年の場合は地震保険普通保険約款の規定を準用します。

２．自動継続特約（地震保険用）

第１条（用語の定義）
（１）　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　　　　義

クレジットカード 　当会社の指定するクレジットカードをいいます。

継続契約 　この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。

口座振替 　指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。

指定口座 　保険契約者の指定する口座をいいます。

払込期日 　継続契約の始期日をいいます。

（２）　この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第１条（用語の定義）の定義によります。

地震保険法、損害、保険期間

第２条（自動継続の方法）
（１）　次の①および②のいずれにも該当しない場合、この保険契約は、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数（注）

とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が
満了するまでこれを繰り返すものとします。
①　この保険契約の終期の属する月の前月の10日までに保険契約者または当会社から別段の意思表示がない場合
②　地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場
合
（注）　この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、１年とし

ます。
（２）　継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとし

ます。
（３）　この保険契約に保険料の口座振替に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険

料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
（４）　この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者

が継続契約の保険料をクレジットカードにより払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
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第３条（保険料の払込方法）
（１）　保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払い込むものとします。
（２）　保険契約者が、継続契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会

社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後４時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いませ
ん。

（３）　（１）および（２）の規定に関わらず、保険料の払込方法を定める他の特約が継続契約に付帯されている場合は、
その特約の規定に従います。

第４条（保険料不払の場合の失効）
　継続契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに、当会社に払い込まれない場合は、保険契約は払込期日に
遡
さかのぼ

ってその効力を失います。

第５条（継続契約の保険証券）
　継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証
券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。

第６条（継続契約に適用される制度、料率等）
　当会社が、地震保険普通保険約款（注）、特約または保険契約引受に関する制度、保険料等を改定した場合は、継続
契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における特約または保険契約引受に関する制度、保険料等が適用されるも
のとします。
（注）　住まいの保険に付帯する場合の特則を含みます。

第７条（地震保険普通保険約款との関係）
（１）　第２条（自動継続の方法）の規定は地震保険普通保険約款第10条（告知義務）（２）および同第11条（通知義務）

（２）の効力を妨げないものとします。
（２）　この特約は地震保険普通保険約款第34条（保険契約の継続）の規定とはかかわりありません。

第８条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款およびこれに付帯
される他の特約の規定を準用します。

３．クレジットカードによる保険料支払に関する特約

第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　　　　義

オーソリゼーション 　クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度内であること等の確
認をいいます。

会員規約等 クレジットカード会社との間で締結された会員規約等をいいます。

クレジットカード 当会社の指定するクレジットカードをいいます。

払込期日 　保険証券記載の払込期日をいいます。

保険料 保険契約者が当会社に支払う保険料をいい、追加保険料等を含みます。

第２条（この特約の適用条件）
　この特約は、保険契約者が保険料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。

第３条（クレジットカードによる保険料支払の承認）
　当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードによるこの保険契約に定められた保険料の支払を承
認します。

第４条（クレジットカードによる保険料の領収）
（１）　次をすべて満たした場合に、当会社は、クレジットカードによってその保険料を領収したものとみなします。
①　保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があること
②　会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
③　当会社がオーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保
険料の支払を承認したこと

（２）　（１）にかかわらず、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合は、その保険料を領収
したとみなしません。

（３）　（２）にかかわらず、次をすべて満たす場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号
の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したも
のとみなします。
①　会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
②　会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額の全額が既に払い込まれていること

第５条（当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い）
（１）　当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、この特約により、保険契約

者にその保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当
額が既に払い込まれている場合は、当会社は、その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求することは
できないものとします。

（２）　次をすべて満たした場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえ
で、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
①　会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
②　当会社が（１）の規定により保険契約者に保険料を請求したこと
③　保険契約者が遅滞なく当会社にその保険料を払い込んだこと

第６条（保険料の返還の特則）
（１）　当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第４条（クレジットカードによる保険料の領収）の規

定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還し
ます。

（２）　（１）に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うこ
とができるものとします。

第７条（保険料が払込まれなかった場合の取扱い）
　第１回保険料または第２回以降の保険料について、第４条（クレジットカードによる保険料の領収）または第５条（当
会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い）に定める領収を当会社ができなかった場
合、当会社は払込期日到来後にその保険料の請求を再度行います。なお、その保険料を請求する時に、次の①または②
に該当する保険料（注１）がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
①　払込期日が到来している他の回目の保険料
②　当月請求分（注２）の保険料
（注１）　追加保険料等を除きます。
（注２）　払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。



― 69 ―

経過期間に対応する別表（未経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険

料を返還します。
①　解除された日が短期保険期間内にある場合
　次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア．この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき既経過期
間に対して地震保険普通保険約款別表（短期料率表）に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、そ
の残額を返還します。
イ．この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
②　解除された日が整数年保険期間内にある場合
　この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表（未経
過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。　

第７条（保険料の返還または請求－料率改定の場合）
　この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保
険料の返還または請求は行いません。

第８条（保険料の返還－保険金を支払った場合）
（１）　地震保険普通保険約款第32条（保険金支払後の保険契約）（１）の規定により保険契約が終了した場合には、当会

社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第２条（保
険金を支払う場合）の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表（未
経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

（２）　この保険契約が端日数長期契約の場合、（１）で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険
料を返還します。
①　終了した日が短期保険期間内にある場合
　整数年保険期間に相当する保険料の全額を返還します。
②　終了した日が整数年保険期間内にある場合
　この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第２条（保険
金を支払う場合）の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表（未
経過料率係数表）に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。

第９条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用しま
す。

別表（未経過料率係数表）
経過年数

経過月数

２年契約 ３年契約 ４年契約 ５年契約

０年 １年 ０年 １年 2…年 ０年 １年 ２年 ３年 ０年 １年 ２年 ３年 ４年

1か月まで 91% 44% 94% 62% 30% 96% 71% 47% 23% 96% 77% 58% 38% 18%

2か月まで 87% 40% 92% 59% 27% 94% 69% 45% 21% 95% 75% 56% 36% 17%

3か月まで 84% 36% 89% 57% 24% 92% 67% 43% 18% 93% 74% 54% 35% 15%

4か月まで 80% 32% 86% 54% 22% 90% 65% 41% 16% 92% 72% 53% 33% 13%

5か月まで 76% 28% 84% 51% 19% 88% 63% 39% 14% 90% 71% 51% 31% 12%

6か月まで 72% 24% 81% 49% 16% 86% 61% 37% 12% 88% 69% 49% 30% 10%

7か月まで 68% 20% 78% 46% 14% 84% 59% 35% 10% 87% 67% 48% 28% 8%

8か月まで 64% 16% 75% 43% 11% 82% 57% 33% 8% 85% 66% 46% 26% 7%

9か月まで 60% 12% 73% 41% 8% 79% 55% 31% 6% 84% 64% 44% 25% 5%

10か月まで 56% 8% 70% 38% 5% 77% 53% 29% 4% 82% 62% 43% 23% 3%

11か月まで 52% 4% 67% 35% 3% 75% 51% 27% 2% 80% 61% 41% 21% 2%

12か月まで 48% 0% 65% 32% 0% 73% 49% 25% 0% 79% 59% 40% 20% 0%

（注１）　経過月数につき１か月未満の端日数は、１か月として計算します。
（注２）　整数年保険期間が１年の場合は地震保険普通保険約款の規定を準用します。

２．自動継続特約（地震保険用）

第１条（用語の定義）
（１）　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　　　　義

クレジットカード 　当会社の指定するクレジットカードをいいます。

継続契約 　この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。

口座振替 　指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。

指定口座 　保険契約者の指定する口座をいいます。

払込期日 　継続契約の始期日をいいます。

（２）　この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第１条（用語の定義）の定義によります。

地震保険法、損害、保険期間

第２条（自動継続の方法）
（１）　次の①および②のいずれにも該当しない場合、この保険契約は、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数（注）

とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が
満了するまでこれを繰り返すものとします。
①　この保険契約の終期の属する月の前月の10日までに保険契約者または当会社から別段の意思表示がない場合
②　地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場
合
（注）　この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、１年とし

ます。
（２）　継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとし

ます。
（３）　この保険契約に保険料の口座振替に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険

料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
（４）　この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者

が継続契約の保険料をクレジットカードにより払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
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第３条（保険料の払込方法）
（１）　保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払い込むものとします。
（２）　保険契約者が、継続契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会

社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後４時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いませ
ん。

（３）　（１）および（２）の規定に関わらず、保険料の払込方法を定める他の特約が継続契約に付帯されている場合は、
その特約の規定に従います。

第４条（保険料不払の場合の失効）
　継続契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに、当会社に払い込まれない場合は、保険契約は払込期日に
遡
さかのぼ

ってその効力を失います。

第５条（継続契約の保険証券）
　継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証
券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。

第６条（継続契約に適用される制度、料率等）
　当会社が、地震保険普通保険約款（注）、特約または保険契約引受に関する制度、保険料等を改定した場合は、継続
契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における特約または保険契約引受に関する制度、保険料等が適用されるも
のとします。
（注）　住まいの保険に付帯する場合の特則を含みます。

第７条（地震保険普通保険約款との関係）
（１）　第２条（自動継続の方法）の規定は地震保険普通保険約款第10条（告知義務）（２）および同第11条（通知義務）

（２）の効力を妨げないものとします。
（２）　この特約は地震保険普通保険約款第34条（保険契約の継続）の規定とはかかわりありません。

第８条（準用規定）
　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款およびこれに付帯
される他の特約の規定を準用します。

３．クレジットカードによる保険料支払に関する特約

第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　　　　義

オーソリゼーション 　クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度内であること等の確
認をいいます。

会員規約等 クレジットカード会社との間で締結された会員規約等をいいます。

クレジットカード 当会社の指定するクレジットカードをいいます。

払込期日 　保険証券記載の払込期日をいいます。

保険料 保険契約者が当会社に支払う保険料をいい、追加保険料等を含みます。

第２条（この特約の適用条件）
　この特約は、保険契約者が保険料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。

第３条（クレジットカードによる保険料支払の承認）
　当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードによるこの保険契約に定められた保険料の支払を承
認します。

第４条（クレジットカードによる保険料の領収）
（１）　次をすべて満たした場合に、当会社は、クレジットカードによってその保険料を領収したものとみなします。
①　保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があること
②　会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
③　当会社がオーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保
険料の支払を承認したこと

（２）　（１）にかかわらず、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合は、その保険料を領収
したとみなしません。

（３）　（２）にかかわらず、次をすべて満たす場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号
の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したも
のとみなします。
①　会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
②　会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額の全額が既に払い込まれていること

第５条（当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い）
（１）　当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、この特約により、保険契約

者にその保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当
額が既に払い込まれている場合は、当会社は、その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求することは
できないものとします。

（２）　次をすべて満たした場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえ
で、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
①　会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
②　当会社が（１）の規定により保険契約者に保険料を請求したこと
③　保険契約者が遅滞なく当会社にその保険料を払い込んだこと

第６条（保険料の返還の特則）
（１）　当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第４条（クレジットカードによる保険料の領収）の規

定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還し
ます。

（２）　（１）に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うこ
とができるものとします。

第７条（保険料が払込まれなかった場合の取扱い）
　第１回保険料または第２回以降の保険料について、第４条（クレジットカードによる保険料の領収）または第５条（当
会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い）に定める領収を当会社ができなかった場
合、当会社は払込期日到来後にその保険料の請求を再度行います。なお、その保険料を請求する時に、次の①または②
に該当する保険料（注１）がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
①　払込期日が到来している他の回目の保険料
②　当月請求分（注２）の保険料
（注１）　追加保険料等を除きます。
（注２）　払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
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４．保険料の口座振替に関する特約

第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　　　　義

指定金融機関 　指定口座のある金融機関等をいいます。

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。

払込期日 保険料振替日とします。

保険料振替日

次のとおりとします。
①　収納代行業者が指定口座からの口座振替を行う場合、その収納代行業者が定める所定の口
座振替を行う日をいいます。なお、その日が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日
の翌営業日とします。
②　①以外の場合、指定金融機関が定める所定の口座振替を行う日をいいます。なお、その日
が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日の翌営業日とします。

第２条（この特約の適用条件）
　この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。

第３条（保険料の口座振替）
（１）　第２回以降の保険料（注）の払込みは、保険料振替日に、指定口座から振り替えることによって行うものとします。
（注）　自動継続時の第１回保険料を含みます。

（２）　保険契約者は、保険料振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。

第４条（保険料が払込まれなかった場合の取扱い）
　前条に定める口座振替を当会社ができなかった場合、当会社は払込期日の翌月にその保険料の請求を再度行います。
なお、その保険料を請求する時に、次の①または②に該当する保険料（注１）がある場合は、当会社は、これらを合算
して請求することができるものとします。
①　払込期日が到来している他の回目の保険料
②　当月請求分（注２）の保険料
（注１）　追加保険料等を除きます。
（注２）　払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
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４．保険料の口座振替に関する特約
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　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用　語 定　　　　義

指定金融機関 　指定口座のある金融機関等をいいます。

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。

払込期日 保険料振替日とします。

保険料振替日

次のとおりとします。
①　収納代行業者が指定口座からの口座振替を行う場合、その収納代行業者が定める所定の口
座振替を行う日をいいます。なお、その日が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日
の翌営業日とします。
②　①以外の場合、指定金融機関が定める所定の口座振替を行う日をいいます。なお、その日
が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日の翌営業日とします。

第２条（この特約の適用条件）
　この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。

第３条（保険料の口座振替）
（１）　第２回以降の保険料（注）の払込みは、保険料振替日に、指定口座から振り替えることによって行うものとします。
（注）　自動継続時の第１回保険料を含みます。

（２）　保険契約者は、保険料振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。

第４条（保険料が払込まれなかった場合の取扱い）
　前条に定める口座振替を当会社ができなかった場合、当会社は払込期日の翌月にその保険料の請求を再度行います。
なお、その保険料を請求する時に、次の①または②に該当する保険料（注１）がある場合は、当会社は、これらを合算
して請求することができるものとします。
①　払込期日が到来している他の回目の保険料
②　当月請求分（注２）の保険料
（注１）　追加保険料等を除きます。
（注２）　払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
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19-0199-11
173-032（1909）

住まいの保険
ご契約のしおり

　このたびは、住まいの保険をご契約いただき、誠に
ありがとうございました。
　この小冊子には、ご契約上の大切なことがらが
記載されております。ご一読のうえ、大切に保管して
ご利用ください。
　ご契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）
が異なる場合は、内容を被保険者にご説明いただき
ますようお願い申し上げます。
　今後とも一層のお引き立てをお願い申し上げます。

LM3714-01（1909）

2020年1月改定もしも事故が発生したら ！！

ご契約内容の変更について

弊社へのご相談・苦情

■事故のご連絡または「SBI損保ハウスサポートサービス」の受付は、SBI損保
安心ホットラインにてうけたまわります。

■ SBI損保サポートデスク　●変更・訂正・解約のお手続き

■お客様相談室

0800-919-0368

0800-170-5022

0800-8888-836

※IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが［050-3786-5641（有料）］へお掛けください。
※SBI損保ハウスサポートサービスは、弊社の委託する提携会社がご提供いたします。

※IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが［050-3786-6842（有料）］へお掛けください。

24時間365日
携帯・PHSからもご利用になれます。

受付
時間

 平日 9：00〜17：30
 ※土・日・祝日、12/31〜1/3 を除きます。

受付
時間

 平日 9：00〜17：00
 ※土・日・祝日、12/31〜1/3 を除きます。

受付
時間

SBI損害保険株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1号
https://www.sbisonpo.co.jp

1. まずはケガ人を救護し、安全を確保してください。
おケガをされた方がいる場合は、その方の救護が最優先です。
その後さらなる事故の発生を防止するため、安全な場所に避難してください。

2. 警察・消防等への連絡をしてください。
火災の場合は、速やかに消防署へ連絡をしてください。
また、盗難被害の場合は、発見したら速やかに警察署へ連絡をしてください。

3. 被害状況や相手方の確認をお願いします。
被害にあった物品をご確認いただき、可能な限り残存物や現場の保存をお願い
します。応急修理や現場の片付けが必要な場合には、現場や被害物の写真撮影
をお願いします。
相手方のある事故の場合は、相手方のお名前、ご連絡先などについてご確認ください。
個人賠償責任危険補償特約、受託物賠償責任危険補償特約および賃貸建物所
有者賠償責任危険補償特約の補償の対象となる事故の際に、お客さまご自身が
示談交渉をなさる場合は、必ず事前に弊社の承諾を得てください。弊社の承諾
がない示談については、全額の保険金のお支払いができないことがありますの
でご注意ください。

4. SBI損保へご連絡ください。
SBI損保安心ホットラインへご連絡ください。ご連絡が遅れますと保険金のお支
払いが遅れる場合がありますのでご注意ください。

以下の内容にご変更があった場合は遅滞なく弊社にご連絡ください。
●   建物または家財を収容する建物の情報（所在地、耐火基準、建物構造（柱）、建物

所有形態・用法、居住以外の用途部分、建物内の職作業・作業人員、戸室数)
●   地震保険の割引に関する情報（該当するいずれかの割引を適用する場合）（建築

年割引、耐震等級（1級、2級、3級）割引、免震建築物割引、耐震診断割引）
●   その他の情報（保険の対象の建物がオール電化住宅に該当するかどうか、保険の

対象の建物に居住者がいるかどうか、保険の対象の所有者が居住しているかどう
か、居住者に喫煙者がいるかどうか）

耳や言葉の不自由なお客さまへ
耳や言葉の不自由なお客さまには、SBI損保の手話・筆談サービスをご用意しております。

https://www.sbisonpo.co.jp/inquiry/plusvoice/


